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収集日の決められた時間までに出しましょう！

決められた集積所に出しましょう！

決められた方法で出しましょう！

・収集日は、『ごみ分別収集カレンダー』でご確認ください。
・朝８時30分までに出してください。町内会で決められた時間がある場合
は、それを守ってください。
・収集後に出されたごみは、収集しませんので、持ち帰って次回の収集日に
出してください。

・町内会（集合住宅の場合は管理者）によって決められた集積所に出してください。
・集積所によって、独自のルールが決められている場合もあります。詳しく
は町内会や管理者等へお問い合わせください。

収集できないごみは、シールを貼って残します
　集積所に出されたごみで、分別されて
いないもの、分別誤りがあるもの、曜日
違いのものなどは、シールを貼って残し
ます。シールのチェック項目を確認の上、
正しく分別し直して、次回の収集日に出
してください。

・きちんと分別し、品目ごとの出し方を守ってください。
・「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」は指定袋に入れるか、重さに応じた
指定シールを貼って出してください。
・「生ごみ」は十分に水切りをした後、指定袋に入れて出してください。
・指定袋の持ち手部分は必ず縛って出してください。
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